
    一 般 質 問 通 告 一 覧 表   令和５年 12月 18日 

 

Ｎｏ．１ 

番号 質 問 事 項 ・ 質 問 の 要 旨 答弁者 質問者 

１ 

 

１．住民が望む地域公共交通を 

 

  9月 11日に金剛自動車株式会社が「乗務員の人手不足・ 

売上の低下等様々な要因もあり、あらゆる可能性も慎重に

検討いたしましたが、このたび令和 5年 12月 20日をもっ

てバス事業の廃止することを決定いたしました」（ホーム

ページより）と突然発表した。12月 21日からの公共交通

を確保するために太子町を含む４市町村は、大変な苦労が

あったとは思うが、急ぐあまり、町は、今日に至るまで、

住民の声を置き去りにしてきた。                   

  住民が望む地域公共交通にするために、せめて年度末ま

で、全額免除で、利用する住民の声を直接聞く場をつくり、

利用促進につなげることを求める。 

 

町 長 

西田議員 

 

２．「住民と共に歩む住民本位の町政」を進めていると考え

るのか 

 

2020年から始まった田中町政の最終年度、12月を迎え

ている。就任のごあいさつで田中町長は、「私はまず、住

民のみなさまと対話し、住民との距離を縮めて住民と共に

歩む行政を進めます。そして役場内の透明化を進め、議会

をはじめ議論を尽くしながら重要な施策の方向性を定め

てまいります。また職員がやる気を持って今以上の能力を

発揮できる環境を整えつつ、一丸となり諸課題に取り組ん

でまいります」（令和 2年 4月 20日）とあるが、実行でき

たと考えるのか。 

就任と同時にストップした生涯学習センター建設、受益

者負担だと無料の公民館から貸館に。公共交通の補助制度

廃止、2021 年度から始まった第 8 期の介護保険料など、

問題はなかったと思うのか。金剛バス廃止問題、人勧の問

題、南河内地域 2町 1村未来協議会など、住民や議会と十

分な議論ができたと考えているのか。              

職員が能力を発揮できる環境が作られたと考えているの

か。 

 

町 長 



Ｎｏ．２ 

番号 質 問 事 項 ・ 質 問 の 要 旨 答弁者 質問者 

２ 

 

 １. 府道香芝太子線周辺について 

 

１．提案基準 26-2について 
府道香芝太子線・太子インター連絡線周辺では、新たな

産業を誘致することにより雇用の創出・地域経済の活性

化を図るため、工場の立地を目的とする太子町基準(提案

基準 26-2)の策定を行い、令和４年 10 月１日から施行さ

れたが、その後の状況、周辺地域の状況は？ 

 

  ２．地域経済牽引事業計画について 

地域未来投資促進法および国の基本方針に基づいて太

子町と大阪府が策定した基本計画に沿って、各事業者が

策定する地域経済牽引事業に関する事業計画は、期間を

令和 5年 3月 24日から令和９年度末日までとなっている

が、取組状況は？ 
 

町 長 斧田議員 

３ 

 

 １．地域公共交通の再編について 

 

１．金剛バス廃止後の新たなバス運行について 

２．持続可能な公共交通について 

 

町 長 建石議員 

４ 

 

１．急傾斜地崩壊対策について 

 

１．日本遺産認定の更新について 

２．太子町景観計画について 

３．国土強靱化対策について 

町 長 村井議員 

５ 

 

１．太子町立小・中学校での不登校について 

 

一、太子町立小・中学校での不登校の現状をお聞かせ下さ

い。 

  一、今後太子町として不登校への対策はどうなのか。 
 

教育長 

辻本(博)議員 

 

 

２．太子町での自転車用ヘルメット購入補助について 

 

 一、太子町での自転車事故件数及びどのような事故がおこ

ったのか。 

 一、太子町での自転車利用者にどのようにしてヘルメット

を普及していくのか又、太子町としてヘルメットの補

助は出来ないのか。 

 

町 長 



Ｎｏ．３ 

番号 質 問 事 項 ・ 質 問 の 要 旨 答弁者 質問者 

６ 

 

１．有機農業を推進し学校給食に活用を 

 

  農業者の減少、高齢化で耕作放棄地が増えている。このま

までは、太子町の重要な産業と位置づけられている農業が

衰退するのではないか。太子町の農業者が作った有機野菜

を学校給食に活用することで、子どもたちには安全安心な

食材を届けることができるのでは。また、農業者は安定した

収入を得ることができ、担い手の確保につながるのでは。有

機農業の推進を求める。 

 

町 長 

藤井議員  

２．ボール遊びができる公園に 

 

   子どもたちが、公園でボール遊びができる公園がない。

様々な年齢の人が集う場所なので、安全に配慮することが

求められていることが背景にあるかと思うが、川崎市では、

公園でのルール作りのガイドラインを作り、周辺住民との

話し合いのもと、公園でボール遊びができるよう後押しを

している。 

   太子町でも、身近な公園でボール遊びができるよう求め

る。 

 

町 長 

 


